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石 川 県 国 民 健 康 保 険 運 営 方 針 の 概 要

第 １ 章 基本的な事項

◆策定の目的 県と市町が一体となって、国民健康保険の保険者事務を共通認識の下で実施するとともに、
各市町が事務の広域化や効率化を推進することができるよう、
県内の統一的な国民健康保険の運営方針として策定する。

第 ２ 章 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し

○ 被保険者の状況 被保険者数は減少傾向 （H26)269,998人→ (H30)224,818人 [県総人口に占める割合19.8％]
一方、前期高齢者 (65歳～74歳) の割合は増加傾向

（被保険者全体に占める割合は49.2％ [全国平均43.2％]）
○ 医療費の状況 医療費総額 (H26)  1,037億円 → (H30) 970億円

１人当たり医療費 (H26)  376千円 → (H30)    418千円 [全国平均368千円]
※将来の見通し R7には被保険者数は36.1%減少、医療費総額は19.5%減少すると推計（H27比）

○ 国保財政の状況 市町国保の収支差（収入総額-支出総額）は、約8.5億円の黒字
（H30) （ただし、県全体で約0.7億円の決算補填等目的の法定外繰入あり [2市町]）

県国保の収支差は、19.6億円の黒字 （国庫精算除く実質的収支差は、約4.8億円の黒字）

第 ３ 章 市町における保険料の標準的な算定方法

○ 県は、市町ごとの納付金を決定するとともに、市町が保険料を決定する際の参考となる
標準保険料率を示すこととされており、それらの算定のために必要な事項を定める。

○ 標準的な保険料算定方式等
(1) 医療費水準の反映 ： 納付金に医療費水準を全て反映（α＝１）
(2) 所得水準の反映 ： 納付金に本県の所得水準を反映（β＝国が示した数値）
(3) 保険料（納付金）算定方式 ： ３方式（所得割、均等割、平等割） ※医療、後期、介護とも
(4) 標準的な収納率 ： 市町ごとの直近過去３年の平均収納率
(5) 激変緩和措置 ： 保険料が急激に増加することがないよう、適切に対応

○ 保険料水準の統一
(1) 国の考え方 ： 将来的には、都道府県での保険料水準の統一を目指す
(2) 県の対応 ： 当面、保険料水準の統一は行わないが、国の考え方や本県の実情を踏まえ、

市町との議論を継続（医療費水準、市町の取組に関する課題等を整理）
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※ 保険給付に必要な費用は、県が、全額、市町に対して支払う。（市町からの納付金等を財源）

第 ４ 章 市町における保険料の徴収の適正な実施

○ 国保の安定的な財政運営の大前提となる「保険料」の適正な徴収について、必要な取組を定める。
・ 収納率目標の設定（保険者規模別）
・ 被保険者の利便性向上に資する納付方法 （コンビニ収納、スマートフォンを活用した収納方法 等）の拡大

第 ６ 章 医療費の適正化の取組

○ 市町の国保特別会計 ： 必要な支出を保険料や国庫負担金などにより賄うことで、単年度収支を均衡
○ 県の国保特別会計 ： 必要な支出を納付金や国庫負担金などにより賄うことで、単年度収支を均衡
○ 赤字解消・削減の取組等 ： 赤字（決算補填等目的の法定外繰入等）が生じた市町は、要因を分析し、

県と協議の上で計画を作成し、計画的・段階的な解消・削減に努める
○ 財政安定化基金の運用 ： 市町や県に対する貸付・交付、激変緩和への活用

○ 「医療費」 の適正化を行い、国保の財政基盤を強化するための取組を定める。
・ 特定健診・特定保健指導の推進（研修会の開催等）
・ 後発医薬品の使用促進、適正服薬の推進、重症化予防の取組 等

第 ８ 章 保健医療サービス ・ 福祉サービス等に関する施策との連携

○ 「保険給付」が法令に基づく統一的なルールに従って着実に行われるよう、必要な取組を定める。
・ レセプト点検の充実強化
・ 県による保険給付の点検、返還金の徴収等 (必要に応じ、市町と協議の上、実施）

第 ５ 章 市町における保険給付の適正な実施

第 ７ 章 市町が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進

○ 市町が単独で実施している事務のうち、広域的に取組むことで、効率的・効果的な事務運営につながる
ものについて、共同実施を推進する。

・ 被保険者証と高齢受給者証の一体化 等

第 ９ 章 施策の実施のために必要な関係市町相互間の連絡調整等

○ 医療保険以外の保健・介護・福祉分野等の施策との連携の取組を定める。

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けた取組、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 等

<医療費総額の推移＞ <一人当たり医療費の推移＞

２ 国保財政運営に係る基本的な考え方

１ 市町国保の現状

＜財政運営の仕組み＞

◆策定の根拠 国民健康保険法第８２条の２
◆ 対象期間 令和３年４月１日 ～ 令和６年３月３１日（３年間）

※現運営方針（対象期間：平成３０年４月１日～令和３年３月３１日）の見直し

○ 本運営方針に基づき、国民健康保険制度を安定的に運営していくため、引き続き、
関係者（県・市町・国保連）間で意見交換や協議を実施する。 1



石川県国民健康保険運営方針に基づく取組状況

運営方針策定時のデータ 直近のデータ

【被保険者数の状況】
（H26）269,998人［県総人口に占める割合 23.4%］
（H30）224,818人［ 〃 19.8%］

（R01）217,606人［県総人口に占める割合 19.2%］
（R02）215,410人［ 〃 19.1%］
（R03）207,927人［ 〃 18.6%］

【被保険者に占める前期高齢者（65歳～74歳）の割合】
（H26）42.3%［全国 37.8％］
（H30）49.2%［ 〃 43.2％］

（R01）50.1%［全国 44.0％］
（R02）51.0%［ 〃 44.9％］
（R03）51.1%［ 〃 - ％］

【医療費の状況】
・一人当たり医療費
（H26）376千円［全国 333千円］
（H30）418千円［ 〃 368千円］

・医療費総額
（H26）1,037億円
（H30） 970億円

（R01）427千円［全国379千円］
（R02）417千円［ 〃 371千円］
（R03）441千円［ 〃 - 千円］

（R01） 950億円
（R02） 910億円
（R03） 944億円

【県内市町の財政状況】
・収入総額－支出総額＝収支差 ※公費等の返還金を含む
（H26）13.7億円
（H30） 7.8億円

・決算補填等目的の法定外繰入
（H26） 8.7億円［3市町］
（H30） 0.7億円［2市町］

（R01） 6.0億円
（R02） 7.9億円
（R03） 9.0億円

（R01） 0.4億円 [2市町］
（R02） 0.02億円 [1 町］
（R03） 0.02億円［1 町］

第２章 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し

※R3の数値は暫定値
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石川県国民健康保険運営方針に基づく取組状況

運営方針に記載の主な取組方針等 今年度の主な取組状況 今後の取組方針

○運営方針策定時のデータ
【保険料の賦課方式ごとの市町数】

○直近のデータ

現在２方式となっている介護納付
金分においても、将来的に３方式
への統一が検討されている

○将来的な保険料水準のあり方の検討
・医療費水準や保険料算定方法及び各市町の取組に関する
課題を整理するなど、引き続き検討する。

・連携会議・作業部会において、保険料水準のあり方に
関する課題等を整理した

次期運営方針に向けて、市町と引
き続き議論する

第３章 市町における保険料の標準的な算定方法

賦課方式

区分

医療分
後期高齢者
支援金分

介護
納付金分

２方式 0 0 1

３方式 14 16 17

４方式 5 3 1

賦課方式

区分

医療分
後期高齢者
支援金分

介護
納付金分

２方式 0 0 1

３方式 19 19 18

４方式 0 0 0

（H30） （R4）
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石川県国民健康保険運営方針に基づく取組状況

運営方針に記載の主な取組方針等 今年度の主な取組状況 今後の取組方針

○運営方針策定時のデータ
【収納率】
（H26）92.64％（全国90.95％）
（H30）94.15％（ 〃 92.85％）

○直近のデータ
（R01）94.36％（全国 92.92％） 収納率目標達成市町 12市町
（R02）94.73％（ 〃 93.69％） 〃 14市町
（R03）95.19％（ 〃 － ） 〃 14市町

―

①収納率目標（保険者規模別）
・５万人以上

92.3％（金沢市）
・１万人以上５万人未満

95.1％（小松市以下４市）
・５千人以上１万人未満

96.0％（輪島市以下５市町）
・５千人未満

97.0％（珠洲市以下９市町）

②収納率目標達成のための取り組み
・納付義務者の利便性向上に資する納付方
法の拡大

・市町職員の収納事務向上に資する研修会
の開催

・好事例の横展開を図り、ノウハウを共有

・スマートフォン決済収納に関して市町アンケートを
実施し、導入のメリットや課題等の共有を図った

・納付方法の拡大
→コンビニ納付の導入（１市） 計14市町
→スマホを活用した納付方法の導入（２市町） 計12市町

＜金沢県税事務所と研修会を合同開催＞
・金沢地区地方税財務協議会徴収実務研修会
（全市町向け／総論・税としての国保）

＜収納率向上アドバイザー派遣事業＞
・アドバイザー派遣
（２市町×２回）

・国保保険料(税)収納率向上対策研修会
（全市町向け／各論・個別事例）

徴収実務研修会やアドバイザー派遣事業につ
いて、「具体的な実務の参考になった」とい
う意見が多いことから、引き続き、研修会等
収納事務向上のための支援を行う

第４章 市町における保険料の徴収の適正な実施

4



石川県国民健康保険運営方針に基づく取組状況

運営方針に記載の主な取組方針等 今年度の主な取組状況 今後の取組方針

①レセプト点検の充実強化
・医療給付専門員を市町に派遣し、助言・指導
を行うなど、市町におけるレセプト点検が効
率的・効果的に行われるよう支援を行う

・国保連合会は、市町における事務負担の
軽減を図る

・レセプト点検担当者審査業務研修会（7月）
・国保連合会が医療保険と柔道整復施術療養費との突
合点検を実施

・国保連合会が医療保険と介護保険の突合点検を実施

県の医療給付専門員による助言・指導を継続し
て行い、診療報酬の適正な支払を確保する

②第三者求償事務の取組強化
・国保連合会と連携し、研修会を開催する
など、市町の取組を支援する

・第三者行為求償事務担当者研修会の開催（8月）
内容：国保連担当者による講習、求償アドバイザーに

よる講演
・県内4保健所と連携し、食中毒患者情報を市町に情報
提供

・消費生活支援センターと連携

保健所等と連携し、市町に対する情報提供を進
めるとともに、第三者求償担当者研修会を開催
するなどにより、取組体制の強化を図る

③療養費の支給の適正化
・市町が文書照会等による患者調査を実施
できるよう、国保連合会と県が連携して
支援を行う

・全市町が国保連合会に委託し、柔道整復施術療養費に係
る患者調査を実施

県と国保連合会が連携して、柔道整復施術療養
費に係る患者調査を実施し、市町の取組を支援
する

④高額療養費の多数回該当の取扱い
・高額療養費の申請勧奨については、事務
の標準化を検討する

・令和５年４月より、高額療養費の申請勧奨事務を標準化
することを決定

申請勧奨事務の円滑な実施を図るため、必要に
応じ市町を支援する

⑤県による保険給付の点検等
・市町と協議の上、保険給付の点検を実施
する

・保険給付の縦覧、突合点検等を実施 広域的な見地から保険給付の点検を行うことに
より、保険給付の更なる適正化を図る

第５章 市町における保険給付の適正な実施
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石川県国民健康保険運営方針に基づく取組状況

運営方針に記載の主な取組方針等 今年度の主な取組状況 今後の取組方針

○運営方針策定時のデータ
【特定健康診査受診率】
（H26）43.3％（全国 35.3％）
（H30）46.1％（ 〃 37.9％）

【特定保健指導実施率】
（H26）52.3％（ 〃 23.0％）
（H30）57.8％（ 〃 28.8％）

【後発医薬品使用割合】
（H29）75.4％（ 〃 79.4％）
（H30）79.4％（ 〃 77.7％）

○直近のデータ
＜目標値＞

【特定健康診査受診率】
（R01）47.0％（ 全国 38.0％）
（R02）40.2％（ 〃 33.7％）
（R03）42.0％（ 〃 － ％） ＜ 60％ ＞

【特定保健指導実施率】
（R01）55.3％（ 〃 29.3％）
（R02）46.7％（ 〃 27.9％）
（R03）46.0％（ 〃 － ％） ＜ 60％ ＞

【後発医薬品使用割合】
（R01）81.8％（ 〃 80.4％）
（R02）83.0％（ 〃 82.1％）
（R03）82.5％（ 〃 82.1％） ＜ 80％ ＞

・特定健診、特定保健指導については、今後も
目標の達成に向けた取組を進めていく

・後発医薬品については、引き続き、使用割合
が目標値を上回るよう取り組む

①特定健診・特定保健指導の推進
・市町の取組を支援し、受診率の向上を
図る

・特定健診・特定保健指導従事者研修会
→初任者（保健指導経験年数３年未満の市町職員）研修（7月）
→実践者（保健指導経験年数３年以上の市町職員）研修
（9、11月)

・保健福祉センターで連絡会を開催
→市町職員・保健所職員で連絡会等を実施

・特定健診受診率向上のための取組支援
→かかりつけ医との連携による受診率向上対策事業として、
検査データを市町へ提供する仕組みの運用（10月）

・毎年度、人事異動により市町担当者の変更があ
るため、県としては、引き続き従事者研修会や保
健福祉センターでの連絡会を開催することにより、
特定健診・特定保健指導についての理解を深める
とともに、効果的な保健指導の実施のため特定保
健指導従事者に対する力量形成を図る

・かかりつけ医からの情報提供により、特定健診
受診率の向上が図られているため、県から医師会
等に対し、引き続き情報提供を依頼する

第６章 医療費の適正化の取組
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石川県国民健康保険運営方針に基づく取組状況

運営方針に記載の主な取組方針等 今年度の主な取組状況 今後の取組方針

②データヘルスの推進
・市町が保健事業を効果的に実施でき
るよう支援する

・データヘルス計画学習会（保険者協議会主催）の開催（7、10
月）

・市町保険者のデータヘルス推進事業の実施
→保健事業の対象者抽出、分析・評価等を行うKDB（国保データ
ベースシステム）補助システムの活用支援

・国保加入者の健康実態の可視化事業の実施
→レセプトデータや健診結果を活用し、地域の健康実態について
集計・分析することにより、市町の保健事業の実施を支援

・医療と介護連携に係るデータ分析事業
KDBデータを用いて各市町の疾患別の入院患者や在宅医療・介護
に関するデータを集計し、市町に提供

・毎年度、人事異動により市町担当者の変更があ
るため、県としては、データヘルスについて理解
を深める機会を市町に提供する観点から、引き続
き学習会を開催する

・健康実態の可視化やツールの活用支援を十分に
活用できていない市町に対し、県として、実際の
活用方法を学ぶための研修会を開催するなど、活
用に向けた支援を行っていく

・市町の在宅医療・介護連携推進事業における地
域の現状・課題把握に資するデータの集計を行う

③後発医薬品の使用促進
・後発医薬品の使用割合を把握し、定
期的に情報提供を行うほか、普及に
関する取組を行う

・全市町でジェネリック医薬品差額通知事業を実施

・啓発資材の作成、配布（石川県後発医薬品使用推進連絡協議会）
→県内市町・薬局において患者への説明に活用し、後発医薬品
への切替を案内

使用率の向上を図るため、引き続き資材内容や配
布先を工夫することにより啓発を図る

④適正服薬の推進
・県薬剤師会と協力し、適正な服薬の
推進を図る

・「しっかり服薬推進事業」の実施

・重複・多剤服薬者を対象としたポスターや通知用リーフレットを
作成し市町等に配付（12月）

・市町の保健師の保健指導を地域の薬剤師が支援する体制を運用
し、重複・多剤服用に関する事例検討会の開催(12月、3月)

重複・多剤服薬者等に対する保健指導支援の実施
について、市町により事業の進捗が大きく異なる
ことから、進捗が遅れている市町に対し、重点的
に事業の理解と薬剤師の活用を呼びかける

第６章 医療費の適正化の取組
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石川県国民健康保険運営方針に基づく取組状況

運営方針に記載の主な取組方針等 今年度の主な取組状況 今後の取組方針

⑤糖尿病性腎症の重症化予防の取組
・重症化予防に係る勉強会の開催や国
等の動向を周知するなど、市町を支
援する

・いしかわ糖尿病重症化予防ネットワーク事業の実施
→郡市医師会単位の糖尿病地域連携協議会による検討会の実施
→普及啓発や医療連携のあり方等、テーマ別に県医師会等の関係
者とともにＷＧを設置し検討

・糖尿病等重症化予防研修会の実施
→保健指導研修の開催（6、10、1月）

・FGM(自己血糖測定器)を活用した糖尿病重症化予防モデル事業
→モデル市町において、血糖を把握できる機器を用いた保健指導
や評価を実施

・重症化予防アドバイザー派遣事業
→事業計画から評価まで保健事業の一連の取組を支援する専門家
アドバイザーを市町に派遣

〇ネットワーク事業について
・糖尿病重症化予防を推進していくため県市医師
会等の関係者とのＷＧでの検討、郡市医師会単位
の地域協議会での検討会を実施

○研修会、モデル事業、派遣事業について
・毎年度、人事異動により、市町担当者の変更が
あるため、引き続き、研修会や事業等を通じて、
糖尿病重症化予防の理解や実践を進めていく

第６章 医療費の適正化の取組
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石川県国民健康保険運営方針に基づく取組状況

運営方針に記載の主な取組方針等 今年度の主な取組状況 今後の取組方針

①保険者事務の共同実施の推進
・市町が単独で実施している事務のうち、
広域的に取り組むことで、効率的、効
果的な事務運営につながるものについ
て、協議し、共同実施を検討、推進

・高額療養費の申請勧奨事務の標準化（再掲）
→令和５年４月からの標準化を決定

・高額療養費の支給申請手続きの簡素化
→令和５年４月から標準化（支給申請手続は初回のみとし、次
回以降の申請手続を不要とする）

・国民健康保険税の普通徴収の仮算定を廃止と納期の統一
→市町に意見聴取を実施

検討中の課題については、県が主体となって引き
続き意見統一を図る。その他の事務についても標
準化・広域化により、効率的・効果的な運営につ
ながるものがないか検討する

②被保険者証と高齢受給者証の一体化の
推進

・市町村事務処理標準システムの導入により、令和4年度末までに
全市町で証の一体化の体制を整備

―

③システムを活用した事務の標準化・効率化
・国と国保中央会が、事務処理の標準化・

効率化の観点から開発した市町村事務
処理標準システムの導入について検討

・令和４年度末までに、全市町において、クラウド形態での市町
村事務処理標準システムの導入を完了する
→令和5年1月時点で16/19市町が導入済

ガバメントクラウドに関する国の方針を注視し、
適切な情報提供等、市町への支援を行う

第７章 市町が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進
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石川県国民健康保険運営方針に基づく取組状況

運営方針に記載の主な取組方針等 今年度の主な取組状況 今後の取組方針

①高齢者の保健事業と介護予防の一体的な
実施
・国保データベースシステムを活用し、
医療・健診・介護のデータ等の分析
を行い高齢者の心身の特性に応じ、
保健事業と介護予防の一体的実施に
取り組む

・市町における一体的実施の取組を開始（3市町） 計11市町

・後期高齢者医療広域連合、国保連合会と共催で県内全市町の
関係課長を集め、「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的
実施に係る連携促進会議」を開催（7月）

令和6年度までに全市町で一体化実施の取組を開
始できるよう、県庁各課が後期高齢者医療広域連
合や国保連合会と連携し、市町を対象とした研修
会や個別相談を実施

第８章 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携
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